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新型コロナウイルス感染防止のための学校臨時休業に伴う

辻義塾の利用対応についてのお知らせ

日頃は、辻義塾運営におきましてご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

表題の件につきまして、厚生労働省、各市町村からの通達を受け、下記の通り当事業所の対応をお知ら

せ致しますので、ご周知いただきますようお願い申し上げます。

記

（1）学校休業による利用追加

①随時利用予約追加を受け付けます。通常利用と別の曜日においても、受け入れ調整をします。

②予約追加は必ずメール、FAX、連絡帳にてお知らせください。（電話では仮受付となります。）

③本日より、順次予約表を配布しますので、予約変更の有無に関わらず、3月1日（日）17：00まで

に予約表の写真をメール送信（info＠rb.777.cx）してください。

④ご利用は任意となります。3月一杯に限り、利用キャンセル料は発生しません。自宅待機をご希望の

方はお申し出ください。

⑤当事業所において、感染予防対策は万全を期しておりますが、絶対に感染者が出ないと保証されるも

のではありませんのでご了承ください。

⑥学校臨時休業中の放デイ利用は「休日加算」の対象となります。

（2）受け入れ時間

当初予定しておりました、ホリデータイム運用を3月2日(月）より開始します。終了時期は追って通知

させていただきます。

①橋岡教室 ：12：00～19：00（夕飯提供あり）

②南草津教室：12：00～18：00

（3）送迎

①出来る限り、保護者様送迎のご協力をお願い致します。

②通常通り送迎も行いますが、保護者様が就労しておられる利用者様を優先します。

③送迎場所（自宅、事業所との中継地点など）をご相談させていただく場合があります。

④送迎時間が通常と大幅に変更になることがあります。

⑤送迎コースによっては乗車時間が長くなることがあります。

⑥公共交通機関の利用は控えてください。

（4）橋岡教室夕食提供

①コロナウイルスに限らず、他のウイルス、細菌感染予防に努め夕食を提供します。

②料理に生物（サラダ、フルーツ等）は提供しません。



（5）イベントの変更

予定していましたイベントは、施設状況により変更となりますのでご了承ください。

3月20日以降のイベントにつきましては、状況を見て3月15日頃に通知させていただきます。

感染事態が終息に向かっていれば、予定通り実施する予定です。

①3月 1日（日） 当事業所休業につき中止（対策準備の為）

②3月 8日（日） 野洲河川公園グラウンドゴルフ 予定通り（変更になる可能性あり）

③3月15日（日） 障害者福祉センター中止（施設休所の為）

→野洲河川公園グラウンドゴルフ（変更になる可能性あり）

（6）受け入れ条件等

①本人、及びご家族の中に感染症状（発熱、咳、下痢、嘔吐などの体調不良）がある場合はご利用をお

断りします。ご自宅を出られる前に検温をお願いします。

②本人、及びご家族様に発熱があり解熱した場合、解熱後 24時間以上経過して利用可能となります。

呼吸器症状、感染症状についても同様の扱いとなります。

③来所時に発熱および感染症状が認められた場合は帰宅していただきます。保護者様の緊急連絡先を必

ずお知らせいただきますとともに、利用者様に自宅のカギを持たせるようお願い致します。

④必ず、自宅からマスクを着用してください。（これまで事業所からマスクを提供していましたが、事

業所でマスクを確保することができません。）

⑤ポケットに入るハンカチを持たせてください。（事業所の共用タオルを廃止しています。）

⑥誤った情報により、トイレットペーパー、ティッシュペーパーが確保できない状況となっております。

次回ご利用時に、トイレットペーパー1ロールとティッシュペーパー1箱をご持参ください。ご協力を

お願い致します。

（7）本人、ご家族様への感染予防対策のお願い

本人、ご家族様共に感染予防に努めていただきますようお願い致します。（参考ホームページ等）

◆「新型コロナウイルスを防ぐには」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

◆「高齢者介護施設における感染対策マニュアル（改訂版）」

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5115482.pdf

◆「保育所における感染症対策ガイドラン（ 2018 年改訂版）」 年改訂版）」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyo

ku/0000201596.pdf

◆厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

◆厚生労働省

「新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0001.html

「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0004.html



「新型コロナウイルスに関するQ＆A（企業の方向け）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0007.html

「新型コロナウイルスに関するQ＆A（発生状況や行政の対策）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0009.html

◆滋賀県「新型コロナウイルス感染症について」

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html

（8）利用者の感染が疑われる場合

次の症状がある方は、くれぐれも、直接医療機関へ行かず「帰国者・接触者相談センター」にご相談く

ださい。

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。※高齢者や基礎疾患のある方は、2日程度

続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感

染の疑いがある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。マスクを着用し、公共

交通機関の利用を避けて受診してください。

滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課（平日、土日祝日、24時間）

・ 080-2470-8042

滋賀県保健所（平日、8:30-17:15）

・草津保健所 080-2522-3054

・甲賀保健所 080-8527-5165

・東近江保健所 080-8318-0938

・彦根保健所 080-2470-8465

・長浜保健所 080-2525-6322

・高島保健所 080-2522-7183

大津市保健所

・ 077-526-5411（平日8時40分～20時まで）

・ 080-2409-1856（平日夜間20時～翌8時40分まで、土日祝日 24時間）

以上


